
品川区認可保育所等開設等支援事業補助要綱 
 
               制定 平成２３年１２月２６日 区長決定 要綱第１３８号 

               改正 平成２５年 ９月３０日 区長決定 要綱第１４１号 

               改正 平成２７年 １月３０日 区長決定 要綱第  ４号 

               改正 平成２８年 １月２５日 区長決定 要綱第 １０号 

               改正 平成２９年 ３月１５日 区長決定 要綱第 ３４号 

               改正 平成２９年 ７月２５日 区長決定 要綱第１２１号 

               改正 平成３０年 ３月２２日 区長決定 要綱第 ４６号 

               改正 平成３０年 ７月２７日 区長決定 要綱第１６６号 

               改正 平成３１年 ２月２６日 区長決定 要綱第 ２６号 

               改正 令和  ２年 ２月 ７日 区長決定  要綱第  ４号 

               改正 令和  ２年 ７月３０日 区長決定  要綱第１６６号 

               改正 令和 ３年 ６月２２日 区長決定  要綱第１６５号 

改正 令和 ３年 ８月 ６日 部長決定 要綱第２６６号 

改正 令和 ５年 ３月３０日 区長決定 要綱第 ６４号 

改正 令和 ６年 ３月１４日 区長決定 要綱第 ９１号 

改正 令和 ８年 ３月 ９日 区長決定 要綱第 １７号 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、認可保育所の開設準備経費、認証保育所から認可保育所への移行にあたり、認

可保育所の基準を満たすために必要な改修経費および家賃の一部について補助金を交付すること

により、社会福祉法人および株式会社等に認可保育所の新規開設および認証保育所から認可保育所

への移行を促し、もって受入れ枠の確保を図ることを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 認可保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項に規定する保育所を

いう。 

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）に規定する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める「幼稚園」

と児童福祉法に定める「保育所」の両方の機能を持つ施設をいう。 

(3) 認証保育所 「東京都認証保育所事業実施要綱」（12 福子推第 1157 号）に基づき東京都知事

が認証する施設をいう。 

 (4) 認可保育所等 認可保育所および認定こども園、認証保育所をいう。 

(5) 移行保育所 認証保育所から移行する認可保育所をいう。 

(6) 開設準備経費 品川区内において、認可保育所等を新規に開設する場合に要する施設整備費

および開設前家賃をいう。 



(7) 開設前家賃 品川区内の認可保育所等の開設前に要する共益費を含めない賃借料と礼金をい

う。 

(8) 移行支援経費 品川区内において、移行保育所とするにあたり、必要な施設整備費をいう。 

(9) 開設前雑費 認可保育所の開設準備に必要な費用のうち施設整備費の対象とならない備品類

の購入費や、開設前の職員研修費用など開設準備に必要な費用をいう。 

 (10) 補助事業 第３条に定める補助対象経費に係る事業をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、「保育所設置認可等事務

取扱要綱」（9 福子推第 1047 号）および「東京都認証保育所事業実施要綱」（12 福子推第 1157 号）

において使用する用語の例による。 

 

（補助対象経費および対象除外） 

第３条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。）は、次の各

号に掲げるものとする。ただし、認定こども園の場合は、児童福祉施設として保育を実施する部分

または保育所機能部分の整備に係る費用に限る。また、他の補助制度が適用される場合は、その補

助制度を優先する。 

 (1) 開設準備経費（平成２３年５月１日以降の認可保育所等の整備にあって、令和８年４月１日

までに開設したものに限る。） 

 (2) 移行支援経費（移行保育所の整備であって、令和８年４月１日までに移行したものに限る。） 

 (3) 開設前雑費は、初度調弁経費および職員研修費用等であって、自己所有物件に係る整備をす

る場合で、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人（幼保連携型

認定こども園を構成する幼稚園および保育所の設置者が同一の学校法人であって、当該保育所の

施設整備を行う場合に限る。）その他区長が認めた法人が行う認可保育所の開設に係るもの（個

人が行う事業を除く。）。 

２ この要綱による補助金は、次の各号に掲げる費用については対象としないものとする。 

(1) 土地の買収または整地に要する費用 

(2) 既存建物の買収に要する費用 

(3) 職員の宿舎に要する費用 

(4) その他施設整備として適当と認められない費用 

 

（補助金交付額） 

第４条 補助金は、別表１により算出された額（小数点以下切り捨て）を予算の範囲内において交付

するものとする。 

 

（補助条件） 

第５条 補助金の交付に当たっては、別表２の条件を付して交付するものとする。 

 

（交付申請） 

第６条 第３条第１号から第３号までの補助対象経費に係る補助金の交付申請をする者は、次の書類

を区長に提出しなければならない。 

(1) 品川区認可保育所等開設準備等経費補助金交付申請書（第１号様式） 



(2) 品川区認可保育所等開設準備等経費補助計算書    （第２号様式） 

(3) 建物賃貸借契約書の写し（賃貸物件の場合） 

(4) 土地貸借契約書の写しおよび不動産登記簿謄本（自己所有物件の場合） 

(5) 設計・工事監理委託契約書および委託完了届の写し 

(6) 工事契約書（工事見積内訳書等含む）および委託完了届の写し 

(7) 賠償責任保険証券の写し 

(8) その他区長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定等） 

第７条 区長は、前条の交付申請があった場合は、関係書類を審査した上、交付の可否を決定し、交

付の決定をしたときは品川区認可保育所等開設準備等経費補助金交付決定通知書（第３号様式）に

より、不交付の決定をしたときは品川区認可保育所等開設準備等経費補助金不交付決定通知書（第

４号様式）により、申請者に通知するものとする。 

 

(補助金の請求および受領) 

第８条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた申請者は、区長に対し、速やかに、請求

書（第５号様式）により、補助金の支払いを請求するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、関係書類を審査した上、当該請求に係る補助金

を請求者に対し支払うものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助金の交付決定を受けた認可保育所等および移行保育所の設置者（以下「設置者」という。）

は、補助事業について次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなけれ

ばならない。 

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

 (2) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。 

 (3) 職員の採用・退職等による配置変更や保育室の設備等の変更をするとき。 

 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１０条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または

一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 (2) 補助金を該当補助対象経費以外の用途に使用したとき。 

 (3) この要綱の規定その他法令に基づく命令に違反したとき。 

 (4) その他、設置者の責に帰すべき事由により、区長が補助金の交付決定を取り消すことを適当

と認めたとき。 

２ 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付し

ているときは、当該補助金の交付決定の全部または一部を取り消された設置者から、交付した補助

金の全部または一部を返還させるものとする。 

３ 区長は、第１項の規定による補助金の交付決定の取消しをしたときは、第７条に基づく交付決定



について品川区認可保育所等開設準備等経費補助金交付決定取消通知書（第６号様式）により該当

設置者に通知するものとする。 

 

（実施報告） 

第１１条 補助金の交付を受けた設置者は、当該会計年度終了の日から６０日以内に、区長に対し事

業実施報告書（第７号様式）を提出しなければならない。 

２ 実施報告その他提出書類により、補助対象とならないものが含まれている等の事由が判明した場

合、区長は設置者から交付した補助金の全部または一部を返還させるものとする。 

 

（遵守事項） 

第１２条 設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 利用者の意見を聴取することなどにより、常に利用者の立場に立った良質な保育サービスの

提供に努めること。 

(2) 重大事故があったときは、速やかに区長に報告すること。 

(3) 本事業の実施にあたり、知り得た個人情報等を事業目的以外に使用したり他に漏らしたりし

ないこと。また、個人情報の取り扱いについては、保育所規則および重要事項説明書に記載する

こと。 

(4) 非常災害に対する具体的計画を立て、定期的に避難訓練を実施すること。 

(5) 不慮の事故等に備え、補償額が１回の事故につき３億円以上、1 名の事故につき３千万円以上

の賠償責任保険に加入すること。 

(6) 児童、職員および施設等に関して、必要な帳簿および証拠書類を備えておくこと。 

 

（報告および調査） 

第１３条 区長は、必要があると認めるときは、認可保育所等および移行保育所に設備等の状況につ

いて、設置者に対し報告を求め、または立ち入り調査をすることができる。 

２ 設置者は、改善の指導を受けたときは、速やかに改善しなければならない。 

 

（その他） 

第１４条 品川区補助金等交付規則（昭和３９年品川区規則第４号）およびこの要綱に定める事項の

ほか、補助金の交付について必要な事項は、子ども未来部長が別に定める。 

 

付則 

この要綱は、平成２３年 ４月 １日から適用する。 

付則 

この要綱は、平成２５年１０月 １日から適用する。 

付則 

 この要綱は、平成２７年 ２月 １日から適用する。 

付則 

 この要綱は、平成２８年 ４月 ２日から適用する。 

付則 



１ この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。ただし、改正後の品川区認可保育所等開設等

支援事業補助要綱（以下「改正後の要綱」という。）第３条第４号、第６条第２項および別表第１

－８の規定は、同年１１月１日から適用する。 

２ 改正後の要綱第３条第４号、第６条第２項および別表第１－８の規定は、平成２８年１１月以

後の月分に係る開設後家賃の補助金について適用し、同月前の月分に係る開設後家賃の補助金に

ついては、なお従前の例による。 

３ 改正後の要綱第３条第４号に規定する開設・移行日の起算方法については、平成２８年１１月

１日以後に他の施設区分の認可保育所等に移行した認可保育所等について適用し、同日前に他の

施設区分の認可保育所等に移行した認可保育所等については、なお従前の例による。 

付則 

 この要綱は、平成２９年 ４月 １日から適用する。 

付則 

１ この要綱は、平成３０年３月２２日から適用する。ただし、開設後家賃補助に係る規定を削除

する部分は、平成２９年４月１日から適用する。 

２ 改正後の品川区認可保育所等開設等支援事業補助要綱に基づく補助金の交付については、平

成３０年４月１日から同年９月１日までに開設する認可保育所等について適用する。 

付則 

 この要綱は、平成３０年７月２７日から適用する。 

付則 

 この要綱は、平成３１年２月２６日から適用する。 

  付則 

 この要綱は、令和２年２月７日から適用する。 

  付則 

 この要綱は、令和２年７月３０日から適用する。 

  付則 

 この要綱は、令和３年６月２２日から適用する。 

付則 

 この要綱は、令和３年８月６日から適用する。 

付則 

この要綱は、令和５年３月３０日から適用する。 
付則 

この要綱は、令和６年３月１９日から適用する。 
付則 

この要綱は、令和８年３月９日から適用する。 
 
 
 
 
 
 



別表１（第４条関係） 

品川区認可保育所等開設等支援補助対象経費 

項

目 
補助基準額 補助率 補助対象経費 

開
設
準
備
経
費 

認
可
保
育
所 

[別表 1-1］ 

 

自己所有物件の場合 

次に掲げる設置主体が認可保育所の創設、増築、

増改築（改築部分は老朽改築）、改築もしくは大規

模修繕等（既存施設の現在定員の増員を伴う整備を

するに限る）（※注）に要する施設整備費 

 

設置主体 

社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公

益財団法人、学校法人（幼保連携型認定こども園

を構成する幼稚園および保育所の設置者が同一

の学校法人であって、当該保育所の施設整備を行

う場合に限る。）その他区長が認めた法人（個人

が行う事業を除く。） 

・（別紙）「認可保育所整備等の施設整備費補助基準

額一覧」に示す額を上限とする 

・補助対象経費に係る設置者の実支出額から寄付 

 金その他収入額を控除した額の合計額 

８分の７ 

本体工事費 

（工事事務費を含む。） 

特殊附帯工事費 

解体撤去工事費および仮設

施設整備工事費（増改築、

大規模改修に限る。） 

実施設計委託費 

開設前雑費 

新たに土地を賃借して整備

する場合に必要な賃借料

（敷金を除き礼金を含

む。） 

 

※ 工事事務費（工事施工の

ために直接必要な事務に要

する費用（旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本

費および設計監督料等））

は、工事費または工事請負

費の２．６％に相当する額

を限度額とする。 

[別表 1-2］ 

 

賃貸物件の場合 

[別表 1-1］に掲げる設置主体が、施設を整備す

るために必要な改修経費 

 ・（別紙）「認可保育所整備等の施設整備費補助基

準額一覧」に示す額を上限とする 

 ・補助対象経費に係る設置者の実支出額から寄付 

  金その他収入額を控除した額の合計額 

８分の７ 

実 施 設 計 委 託 費 

内 装 工 事 費 

設 備 改 修 経 費 



 
※注 
創設：新たに保育所を整備することをいう。 
増築：既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすることをいう。 
増改築：既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をすることとともに既存施設の改築整備 
    （一部改築を含む）をすることをいう。 
改築：既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改築を含む）をすることをいう。 
大規模修繕等：既存施設について、令和５年８月２２日付こ成事第４２６号こども家庭庁成育局長通

知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」を

準用し、整備をすることをいう。 
 
   

開
設
準
備
経
費 

認
可
保
育
所 

[別表 1-3］ 

 

開設前家賃 

 ・１か所あたり４１,０００千円以内 

 ・補助対象経費に係る設置者の実支出額 

 ※[別表 1-2]の内装・設備改修工事着工日以降を

対象とする 

８分の７ 
建 物 賃 借 料 

礼 金 

[別表 1-4］ 

 

高騰加算 

建築資材や労務単価の高騰を踏まえ、[別表 1-

1][別表 1-2]で掲げる補助基準額の上限額を超

えた経費 

・令和８年４月１日までに開設したものに限る 

・（別紙）「認可保育所整備等の施設整備費補助基準

額一覧」の高騰加算により算出した額を上限額と

する 

８分の７ 

本 体 工 事 費 

特 殊 附 帯 工 事 費 

実 施 設 計 委 託 費 

内 装 工 事 費 

設 備 改 修 経 費 

解体撤去工事費および仮設

施設整備工事費 等 

移
行
保
育
所 

[別表 1-5］ 

 

認可保育所への移行を希望する認証保育所に対し

て、移行にあたり、認可基準を満たすために必要と

なる経費 

４分の３ 

実 施 設 計 委 託 費 

内 装 工 事 費 

設 備 改 修 経 費 



基準額１施設当たり 
単位：千円 

 

（別紙） 

認可保育所整備等の施設整備費補助基準額一覧 

別
表
１‐

１
に
係
る
整
備 

 本体工事費 

（工事事務費を含

む） 

解体撤去工事費 仮設施設整備工事

費 

定員 

20 名以下 148,350 2,970 5,290.5 

21～30 名 155,550 3,366 6,454.5 

31～40 名 180,750 4,488 7,822.5 

41～70 名 206,100 5,650.5 10,867.5 

71～100 名 267,750 7,968 16,303.5 

101～130 名 322,200 9,565.5 19,567.5 

特殊附帯工事 20,430 

設計料加算 
本体工事費に係る基準額（保育所開設準備費加算、土地借料補助

加算を除く）の５％ 

開設前雑費加算 

次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗

じて加算 

定員 20 名以下 69 

定員 21～30 名 54 

定員 31～40 名 43.5 

定員 41～70 名 37.5 

定員 71～100 名 30 

定員 101～130 名 25.5 

土地借料加算 29,850 

地域の余裕スペース活用

促進加算 
4,770 

高騰 

加算 

20 名以下 37,087 

21～30 名 38,887 

31～40 名 45,187 

41～70 名 51,525 

71～100 名 66,937 

101～130 名 80,550 

特殊附帯工事 5,107 

地域の余裕スペ

ース活用促進加

算 

1,192 



 

※ 本体工事費における大規模修繕等は対象経費の実支出額を基準額とする。 

※ 特殊附帯工事費については、平成 20 年 6 月 12 日雇児発第 0612004 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世

代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」を準用して整備すること。 

※ 解体撤去工事費および仮設施設整備工事費については、平成 20 年 6 月 12 日雇児発第 0612007 号生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費の取扱いにつ

いて」を準用する。（ただし、交付基準の算定は除く）。対象は、増改築、大規模修繕等の場合（ただし、大規模修繕等

については、仮施設整備工事費のみ）。 

※ 土地借料加算については、新たに土地を有償で賃借して保育所等を整備する場合に加算する。また、補助対象期間は、

土地賃借料が発生した日から開設の前日までとする。 

※ 地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、公園などの都

市施設など）を活用して保育所を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算する。 

※ 増築、一部増改築等、定員の全てが工事にかからない場合、工事にかかる定員数を整備後の総定員数で除して得た数を、

整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とする。工事にかかる定員数が算定できない場合は、

「定員数＝総定員数×改築面積／整備後の総面積」で策定する。（いずれも小数点以下切捨て） 

 

 

   

別
表
１‐

２
に
係
る
整
備 

 改修経費 

定員 

20 名以下 148,350 

21～30 名 155,550 

31～40 名 180,750 

41～70 名 206,100 

71～100 名 267,750 

101～130 名 322,200 

高騰 

加算 

20 名以下 37,087 

21～30 名 38,887 

31～40 名 45,187 

41～70 名 51,525 

71～100 名 66,937 

101～130 名 80,550 



※ 別表２（第５条関係） 

補 助 条 件 

１ 財産処分の制限 

(1) 設置者は、補助事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに取

得し、または効用の増加した価格が単価３０万以上の機械、器具およびその他の財産について

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３９年９月２６日号外政令

第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭

長官が別に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊しまたは廃棄してはならない。ま

た、区長は承認にあたり、補助金相当額の納付その他の条件を付すことができる。 

 (2) 設置者は、補助事業により取得したものまたは効用の増加した部分につき、造作買取請求権

その他の権利が生じたときは、その処分につき区長の承認を受けるものとする。 

 (3) 設置者は、補助事業により既存施設の施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計

補助金等の交付を受けて取得した財産について、取壊し等の財産処分を行う場合には、厚生労

働大臣または関東信越厚生局長の承認を受けなければならない。また、東京都の補助金を受け

て取得した財産については、東京都知事の承認を受けなければならない。さらに品川区の補助

金を受けて取得した財産については、品川区長の承認を受けなければならない。 

  

２ 財産処分に伴う収入の納付 

   区長は、区長の承認を受けて１に定める財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部または一部を区に納付させることがある。 

 

３ 財産の管理義務 

   設置者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業完了後

においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければ

ならない。 

 

４ 建設工事の第三者への一括委託の禁止 

   設置者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約におい

ても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

 

５ 契約の方法 

   設置者は、補助事業を行うために締結する契約については、区が行う契約手続きの取扱いに

準拠しなければならない。 

 

６ 資金提供の制限 

   設置者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の

資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

 



７ 事業の中止等 

 (1) 設置者は、補助事業を中止し、または廃止（一部の中止、または廃止を含む）する場合    

には、区長の承認を受けなければならない。 
(2) 設置者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難になっ 

た場合には、速やかに区長に報告し、その指示に従わなければならない。 

 

８ 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の報告 

   設置者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により本補助金に係る消費税お

よび地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書（第８号様

式）により速やかに区長に報告しなければならない。なお、設置者が全国的に事業を展開する

組織の一支部（または一支社、一支所等）であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行

わず、本部（または本社、本所等）で消費税または地方消費税の申告を行っている場合は、本

部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、区長に報告があった場合は、

当該仕入控除税額の全部または一部を区に納付させることがある。 

 

９ 補助事業の完了時期 

補助事業は、当該年度の３月３１日までに完了しなければならない。ただし、当該年度中に

施設整備に着手し、翌年度に完了が見込まれる場合には、施設整備が完了する月の末日または

翌年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

10 書類の整備保管 

   設置者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出

について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を補助事業の完了の日（事業の中

止または廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、または効用の増加した不動産

およびその従物ならびに補助事業により取得し、または効用の増加した価格が単価３０万円以

上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が

完了する日、または適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別

に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

11 減価償却費加算の支給または支払申請の禁止 

設置者は、補助事業により整備した施設について、補助事業の完了後において、子ども・子

育て支援法第２７条の規定による施設型給付費の支給または同法附則第６条の規定による委

託費の支払において、特定教育・保育、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、

特定利用地域型保育および特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等第１条第５０号

に規定する減価償却費加算の支給または支払に係る区市町村への申請が一切なされないこと。 

 

12 東京都福祉サービス第三者評価（以下「第三者評価」という。）の受審 
整備対象施設について、令和２年度から令和４年度までの間に第三者評価を受審していること。 

ただし、新規で開設する施設については、４月に開設する場合は開設する月の属する年度の末日



までに、４月以外に開設する場合は開設する月の属する年度の翌年度の末日までにそれぞれ第三

者評価を受審しなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



※ 第１号様式（第６条関係） 

品川区認可保育所等開設準備等経費補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 

品川区長 あて 

保育所名            

 

所在地                 

 

設置者氏名           

 

設置者住所        

 

電話番号            

 

 

  年度品川区認可保育所等開設準備等経費補助金について、品川区認可保育所等

開設等支援事業補助要綱第６条に基づき、下記のとおり関係書類を添えて申請する。 

 

記 

 

１． 交付申請額 金          円 

 

２． 区分 認可保育所・認定こども園・移行保育所 

 

３． 総工事費 金          円 

 

４． 工事費内訳 別紙内訳のとおり 

 

５． 開設前家賃 金          円 

 

６． 添付書類 品川区認可保育所等開設準備等経費補助計算書（第２号様式） 
建物賃貸借契約書の写し 
設計委託契約書の写し 
工事契約書の写し 
賠償責任保険証券の写し   



第２号様式（第６条関係） 

品川区認可保育所等開設準備等経費補助計算書 

 

設置者名  施設区分  

対象施設名  定員（人）  

 

項目 事業者（契約相手方）経費（実支出額） うち対象経費 うち対象外経費

① 開設前家賃（工事着工日以降）      

建物賃借料（共益費除く）     

礼金     

開設前家賃 計 ―    

② 施設整備費     

     

     

     

     

     

     

     

     

施設整備費 計 ―    

 

認可保育所の場合 補助対象額 

① 開設前家賃（上限 41,000 千円）の８分の７の額  

② 施設整備費の実支出額（別途定める上限額）の８分の７の額  

③ 高騰加算（②の上限額を超えた部分につき、別途定める上限額） 

の８分の７の額 

 

 

当該年度進捗率（％）  

 

補助交付金額 計  

 



 第３号様式（第７条関係） 

 

第     号 

   年  月  日 

 

品川区認可保育所等開設準備等経費補助金交付決定通知書 

 

 

設置者名          様 

（保育所名         ）  

 

 

品川区長         □印   

 

 

品川区認可保育所等開設等支援事業補助要綱第７条の規定に基づき、品川区認可保育所

等開設準備等経費補助金の交付を下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

交付決定金額            円 

 

内訳 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

第     号 

   年  月  日 

 

品川区認可保育所等開設準備等経費補助金不交付決定通知書 

 

 

設置者名          様 

（保育所名         ）  

 

 

品川区長         □印   

 

 

品川区認可保育所等開設等支援事業補助要綱第７条に基づき、品川区認可保育所等開設

準備等経費補助金の不交付を下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

理由 

 

 

  



第５号様式（第８条関係） 

 

請 求 書 

 

 

金  額 

億 千 

 

百 

 

十 

 

万 

 

千 

 

百 

 

十 

 

円 

 

 

 

件 名  品川区認可保育所等    補助金について 

 

 

 

 

上記の金額を請求します。 

 

  年  月  日 

 

品川区長 あて 

 

 

 

所 在 地  

 

施 設 名  

 

請求者住所  

 

氏 名             ㊞ 



第６号様式（第１０条関係） 

 第     号 

   年  月  日 

 

品川区認可保育所等開設準備等経費補助金交付決定 

取消通知書 

 

 

設置者名          様 

（保育所名         ）  

 

 

 

品川区長         □印   

 

 

    年  月  日付第      号により通知しました、品川区認可保育所等開

設準備等経費補助金の交付決定について、下記の理由で取り消しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 取消し理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１１条関係）

　　　　　　　　　年　　月　　日

　品川区長　あて

住所

事業者 （名称および代表者名）

氏名

　下記補助事業について、工事の竣工および物品の納品等が完了したので、報告する。

保育所名

保育所所在地

所要経費 ￥ 契約年月日 　　　　 　年　　　月　　　日

工期 　　　年　　　　月　　　　日 竣工年月日 　　　　 　年　　　月　　　日

補助金に
よる効果

検査員職氏名 主事　　　　　　　　　　　　　　㊞

立会人職氏名 主事　　　　　　　　　　　　　　㊞

摘要

添付書類

　１　工事請負契約書（設計および工事監理委託契約がある場合は、委託契約書を含む）

　２　平面図

　３　所要経費内訳書

事業実施報告書

受付年月日 　　　　　年　　　　月　　　　日



収入額

項目 金額 内訳（積算内訳等）

区補助金

合計

支出額

項目 金額 内訳（積算内訳等）

合計

収支額（収入額－支出額） ※収支額は０となること。

所要経費内訳書



第8号様式（第５条　別表２　補助条件８関係）　　（第１面）

1 円

2

3 ～

4

（「無」を選択の場合は以下不要）

5

（「簡易課税」を選択の場合は以下不要）

6 計算方法

7 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額

円

8 円

※積算内訳報告書を添えて報告します。

補 助 金 返 還 額 相 当 額

補 助 金 の 交 付 決 定 額

確 定 申 告 年 月 日

消 費 税 の 申 告 の 有 無

仕入控除税額の計算方法

決 算 期 間

※消費税の確定申告を法人全体で行っていない場合は「無」を
　　本社等で一括して申告している場合は「本社経理」を選択
　　してください。

　　　　　年　　月　　日付で交付決定を受けた、品川区認可保育所等開設準備等経費補助金のう
ち、品川区認可保育所等開設等支援事業補助要綱補助条件８の規定に基づき、消費税仕入控
除税額を、下記のとおり報告します。

　　 　年　　月　　日

消費税仕入控除税額報告書

所 在 地

名 称

代表者氏名

申 請 者

品 川 区 長 あ て

（ 保 育 所 名 ）

記


